
   

 

強化プラスチック船における建造開始段階の定義に関する事項 

改正規則 
強化プラスチック船規則 

改正事項 
強化プラスチック船における建造開始段階の定義に関する事項 

改正理由 
IACS では，MARPOL 条約等が適用される強化プラスチック船の場合には，強化プ

ラスチック船の建造開始段階を鋼船と同様に「50 トン又は全建造材料の見積重量

の 1%（HSC コードにおいては 3%）のいずれか少ないものが組み立てられた状態」

と取り扱うことは合理的ではないとの理由から，より実情に即した強化プラスチッ

ク船の建造開始段階の定義について議論を行ってきた。その結果，2013 年 3 月に

強化プラスチック船の建造開始段階の定義に関する IACS 統一解釈 MPC104，LL78
及び HSC9 を採択した。 
 
今般，IACS 統一解釈 MPC104，LL78 及び HSC9 に基づき，関連規定を改めた。 

改正内容 
強化プラスチック船の建造開始段階の定義を規定した。 


